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： 令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

人

中之条町

自動車教習所事業

策 定 日

事 業 の 内 容
自動車運転免許取得のための、公安委員会指定教習所。
教習科目は、中型車・準中型車・普通車・普通第二種・大型特殊車・普通自動二輪車。

昭和４１年度
法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 の 種 類

民 間 活 用 の 状 況

全部適用

自動車教習所

9

事 業 開 始 年 度

施 設 名

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

～

中之条町自動車教習所

中之条町自動車教習所事業経営戦略（案）

事 業 名

団 体 名

職 員 数

事　業　形　態

計 画 期 間
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（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

２．将来の事業環境

（１） 教習生数の見通し

令和６年度

企業債残高対料金収入比率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度 0.0% 令和５年度 0.0%

令和４年度 75.6% 令和５年度

令和５年度

令和５年度

令和５年度

0.0% 令和５年度 0.0%

有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

料 金 の 概 要 ・ 考 え 方
料金の概要については、別紙１。
基本的な考え方は、民間教習所と同程度の料金としている。

95.5%

83.2%令和４年度

年 間 利 用 状 況
※ 単 位 を 明 記 す る こ と
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

令和6年4月1日

令和６年度

令和６年度

令和６年度

令和４年度 ２３１人

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

２７４人

94.9%

86.1%

次ページの別表２の人口推計から今後も少子化の影響を受け、人口は減少していく見通しである。それに伴い、次ページの別表１に示すとおり教習生も
減少していく事が予想される。
ただし、７０歳以上の免許更新者に対する高齢者講習受講生については、今後も増加し続ける事が予想される。

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
過去１０年中７年が赤字経営であり、累積欠損金も剰余金を上回ったため、経営状況は大変に厳しい。他会計補助金及び企業債もない状況ではある。

76.7%

令和６年度 0.0%

106.2%

94.2%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

令和６年度 0.0%

営 業 収 支 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

２８９人

77.9%
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別表１ 　入所者数推移予想

車種 ８年度 ９年度 １０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度

大特 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

中型 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

普通 125 125 125 115 115 115 105 105 100 90

審査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

二種 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

２輪 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

準中型 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

合計 250 250 250 240 240 240 230 230 225 215

別表２

28593

25784

23131

20484

17895

2282 1919 1624 1379 1161

13659

11708

9995

8301
6976

12652
12157

11512
10804

9758

0
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15000
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35000

2025 2030 2035 2040 2045

中之条町・東吾妻町・高山村人口推計

総人口（人） 年少人口～１４歳（人）

生産年齢人口１５歳～６４歳（人） 老年人口６５～（人）

111
116

101

84
91

86
80 81

74
64

83 80 78 81

63

84

55

76

60 56

32
25 22 26 24 20 22 24

15 14

226
221

201
191

178

190

157

181

149

134

0

50

100
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200
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中之条町・東吾妻町・高山村免許取得可能（１８歳）

人口

中之条町 東吾妻町 高山村 合計
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（２）

事業収益見込み 単位：千円

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

67,467 67,467 67,467 65,552 65,552 65,552 64,274 64,274 62,826 60,002

29,088 29,088 29,088 29,038 29,038 29,038 28,989 28,989 28,964 28,915

96,555 96,555 96,555 94,590 94,590 94,590 93,263 93,263 91,790 88,917

（３）

（４）

職員年齢構成 単位：歳

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
1 正職員1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
2 正職員2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3 正職員3 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
4 正職員4 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
5 正職員5 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
6 期限付任用１ 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
7 期限付任用２ 73 74 75 76 77 78 79 80
8
9

10 期限付任用 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
11 送迎 期限付任用 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

３．経営の基本方針

施設の見通し

営 業 収 益

営 業 外 収 益

収 益 合 計

料金収入の見通しについては、前ページの別表１の教習生数から減少が予想される。適宜料金の見直しを図って行くことが必要だと思われる。教習料金の改定は令
和６年４月に実施しているので、令和１１年度に学生キャンペーン料金を１万円値上げを予定し、令和１４年度に５％の値上げを予定する。その後５年ごとに見直しをし
ていく。

料金収入の見通し

組織の見通し

施設の見直しについては、庁舎は平成１１年に立て替えを行っているため令和１５年を目処に検討していく。また、教習車両については令和７年度にAT車を４台更新し
たため、令和１７年度以降見直しをしていく。また、送迎用バスについては、令和１２年度に１台更新予定である。その他の資産についても当分の間は見直しは必要で
はないとおもわれる。

将来の職員数の見通しについては、下表の通りで現状のパートタイム会計年度任用職員４人を含め９人としていきたい。正職員以外の４人については、入所状況等
を勘案し毎年検討していく。また、令和１６年度からはパートタイム会計年度任用職員１人減とし合計８人とする予定である。

事
務

指
導
員

経営の状況は、人件費比率が極めて高いことから、今後入所者の増加も見込めない状況の中で、正職員の比率を減少させパートタイム会計年度任用職員を増加さ
せてきたが、これ以上の比率を減少させるのは、業務の内容からして困難である。今後パートタイム会計年度任用職員の雇用形態を毎年見直しながら業務量に見
合ったものとしていきたい。しかし、人件費の抑制も厳しくなり、入所者の増加も見込めない状況ではあるが、高齢者講習の受講者が年々増加している中で、町民の
教習所に対する需要も変化してきている。高齢者講習を他地域の教習所で受講するのは、高齢者にとってきわめて負担が大きくなると思われる。また、自動車への依
存度が高い地方の高齢者にとって運転免許証を返納することに対して抵抗が大きく、８０歳代でも運転免許を更新される方も多い。この高齢者講習の要望も大きく、ま
た身近で運転免許取得ができる利便性を確保していくために、今後も運営を継続していくためには、他会計補助金及び繰入金等も検討し、経営の安定化を図ってい
く。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

財源については料金収入及びデマンドバス委託金、そして高齢者講習等の委託金とする。

令和１２年度　１０人乗りバス１台　３５２万円（税込み）

財源については料金収入を主なものとし、令和１１年度に学生キャンペーン料金１万円値上げ、令和１４年度に５％の値上げを見込み財源収入とした。
高齢者講習等の委託金については、現状の料金とした。

・委託料に関する事項
委託料は、現状の経費で見積もり費用とした。
　
・管理運営費に関する事項
管理運営費については、現状の経費で見積もり費用とした。

・職員給与費に関する事項
令和１４年度より時間外勤務手当を４０万円削減した。

・その他
令和１６年度より報酬を２５０万円削減した。

目 標

投資については、マイクロバスの更新のみとする。令和１２年度１０人乗りバス１台更新する。
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①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

投 資 の 適 正 化 集中的な投資とならないよう、計画的に行っていく。

そ の 他 の 取 組 地元の教習生が他の教習所に流れないよう、学生キャンペーン等を実施し集客を図る。

料 金 適正な料金体系を民間同業社の動向を見極めながら、構築し赤字経営を解消していきたい。

稼 働 率 ・ 利 用 者 数 利用者数は、同業他社との競争が激しいため増加は見込めないが現状を維持していきたい。

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民 間 活 用 検討していない

繰 入 金 現状は、繰入金はないが、状況に応じて適正な繰入金で経営の安定を図っていきたい。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組 今後検討していく

そ の 他 の 取 組

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

企 業 債 現在も残高は０であるが、今後も利用しない方向で経営していく。

委 託 料 現状維持していく

管 理 運 営 費 現状維持していくが、報酬については減額していく方向で見積もりを行った。

職 員 給 与 費 現状を維持し、時間外勤務手当の減額を図っていきたい。

そ の 他 の 取 組
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５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

事 業 の 意 義 、 提 供 す る
サービス自体の必要性

少子高齢化の中で、新規免許取得者が減少していく中で、教習所業界全体が厳しい状況にある。そ
の中で民間が公営企業の代わりに事業を継続することが困難であると思われるため地域住民の利
便性を図るために必要な事業であると思われる。そして、高齢者講習の受講場所として地域に教習
所がある意義は大きいとおもわれます。

公営企業として実施する
必 要 性

人口減少の中、とりわけ若年層人口が減少する中で、民間企業が参入する、状況ではなくなってし
まった。

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

○経営戦略の事後検証
年間２回開催される中之条町自動車教習所運営委員会に置いて検証していく。

○公表方法
中之条町ホームページにおいて公表する。

○改定等
改定等を行った場合も上記同様にしていく。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 ６年度 ７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 57,933 70,406 67,467 67,467 67,467 65,552 65,552 65,552 64,274 64,274 62,826 60,002
(1) 57,933 70,406 67,467 67,467 67,467 65,552 65,552 65,552 64,274 64,274 62,826 60,002
(2) (B)
(3)

２． 27,577 28,679 29,088 29,088 29,088 29,038 29,038 29,038 28,989 28,989 28,964 28,915
(1) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

(2)
(3) 18,577 19,679 20,088 20,088 20,088 20,038 20,038 20,038 19,989 19,989 19,964 19,915

(C) 85,510 99,085 96,555 96,555 96,555 94,590 94,590 94,590 93,263 93,263 91,790 88,917
１． 69,618 76,897 75,268 74,982 75,216 72,788 73,144 72,548 72,329 72,475 69,354 68,657
(1) 41,220 43,073 43,051 46,194 43,367 40,914 41,248 41,279 41,060 41,205 40,435 39,878

19,280 19,427 19,644 19,774 19,893 18,634 18,808 18,951 19,048 19,126 19,152 19,152

21,940 23,646 23,407 26,420 23,474 22,280 22,440 22,328 22,012 22,079 21,283 20,726
(2) 23,832 29,685 27,903 24,905 27,966 27,991 28,013 28,020 28,020 28,021 25,972 25,972

2,452 3,250 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950
566 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

20,814 25,835 24,353 21,355 24,416 24,441 24,463 24,470 24,470 24,471 22,422 22,422
(3) 4,566 4,139 4,314 3,883 3,883 3,883 3,883 3,249 3,249 3,249 2,947 2,807

２． 19,899 20,972 21,345 21,345 21,345 21,297 21,297 21,297 21,240 21,240 21,225 21,177
(1)

(2) 19,899 20,972 21,345 21,345 21,345 21,297 21,297 21,297 21,240 21,240 21,225 21,177
(D) 89,517 97,869 96,613 96,327 96,561 94,085 94,441 93,845 93,569 93,715 90,579 89,834
(E) △ 4,007 1,216 △ 58 228 △ 6 505 149 745 △ 306 △ 452 1,211 △ 917
(F)
(G)
(H)

△ 4,007 1,216 △ 58 228 △ 6 505 149 745 △ 306 △ 452 1,211 △ 917
(I) △ 61,577 △ 65,584 △ 64,368 △ 64,426 △ 64,198 △ 64,204 △ 63,699 △ 63,550 △ 62,805 △ 63,111 △ 63,563 △ 62,352
(J) 130,538 127,093 131,349 135,460 139,337 143,725 144,237 148,231 151,174 153,971 158,129 160,019

(K) 4,485 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

591 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 57,933 70,406 67,467 67,467 67,467 65,552 65,552 65,552 64,274 64,274 62,826 60,002

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により 算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

103.9%106.3% 93.2% 95.4% 95.5% 95.2% 97.9% 97.2% 96.9% 97.7% 98.2% 101.2%累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

収

益

的

収

入

特 別 損 失

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

収

益

的

収

支

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益

収

益

的

支

出

営 業 費 用

動 力 費
修 繕 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

９年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度１０年度 １１年度 １２年度 １３年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

８年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 ６年度 ７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１． 8,800 3,520

２．

３．

４．

５．

(D) 8,800 3,520

(E) 8,800 3,520

１． 8,000 3,200

２．

３．

４． 800 320

(F) 8,800 3,520

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 ６年度 ７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１７年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度９年度８年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

１６年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

資

本

的

収

入

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

１４年度 １５年度

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

１６年度 １７年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度



別紙 １


